
あ
な
た
の
だ

さ
れ
た
六
月
1
1
1
 

日
付
消
印
の
、
 

お
は
が
き
に
よ

れ
ば

『未
亡
人

で
情
夫
を
持
ち

な
が
ら
病
人
に

付
添
い
食
堂
の

手
伝
い
等
で
月

一
万
円
以
上
の

収
入
が
あ
り
、
 

し
か
も
金
の
指

輪
を
は
め
て
い

る
よ
う
な
人
に

生
活
保
護
を
適

用
し
て
い
る
』
 

と
の
ご
指
摘
に

そ
れ
と
お
ぼ
し
 

一
 

~―生活保護の投書に 

I 	対す るお 答 

も
と
づ
い
て
、
 

（しユ （昭和33年9月1日第3種郵便物認可） 
昭和39年6月 25 日 ス

 

ー
  ユ

 
」
 

政
 

市
 

一
 

一
 

" 

~●”●“""“~”・一“"""""""""‘●一■― 

O
 

綴
つ
て
保
存
し

ま
し
よ
う
 

。
 

ク
稚
な
い
り
ん
ご
の
夢
ク
 

わ
た
し
た
ち
は
や
が
て
 

遠
い
 
あ
の
町
 こ
の
町
へ
 

お
嫁
入
り
し
て
ゆ
き
ま
す
 

美
し
い
と
ほ
め
ら
れ
る
の
は
 

う
れ
し
い
の
だ
け
れ
ど
 

雨
に
つ
け
 
風
に
つ
け
 

心
を
く
ば
り
育
て
て
く
れ
た
人
A
の
 

苦
労
は
誰
も
た
ず
ね
て
く
れ
な
い
と
 

姉
か
ら
友
か
ら
 
風
の
便
り
に
あ
り
ま
し
た
 

そ
こ
が
 
ち
よ
つ
び
り
さ
び
し
い
の
 

お
さ
な
い
日
の
数
々
は
 

わ
た
し
も
や
つ
ば
り
ロ
で
は
い
わ
ず
 

こ
こ
ろ
の
日
記
に
そ
つ
と
 

大
事
に
記
し
て
お
こ
う
か
し
ら
 

 

広 報 市 原 
（青森県） 五 所 
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津
軽
地
方
に
つ
く
さ
れ
た
 

故
三
和
氏
の
市
民
葬
 

従
四
位
、
勲
三
等
、
前
衆
議

院
議
員
、
元
建
設
政
務
次
官
、
 

故
三
和
精
一
氏
の
市
民
葬
は
一
一

十
日
午
後
一
時
、
五
所
川
原
市

民
文
化
会
館
に
田
沢
自
民
党
総

裁
代
理
、
山
村
国
務
大
臣
、
竹

内
県
知
事
、
三
村
県
議
会
議
長

島
ロ
、
森
田
衆
議
院
議
員
の
ほ

か
前
、
元
衆
議
院
議
員
、
県
議

会
議
員
、
市
町
村
長
、
 一
般
参

列
者
な
ど

一
〇
〇
〇
人
が
参
列

し
て
、
し
め
や
か
に
お
こ
な
わ

れ
た
。
 

故
人
は
、
津
軽
に
生
ま
れ
、
 

津
軽
に
育
ち
、
津
軽
の
た
め
に

一
生
を
さ
さ
げ
ら
れ
た
方
で
、
 

久
六
島
の
青
森
県
移
管
、
目
屋

ダ
ム
の
建
設
、
十
三
湖
干
拓
、
 

乾
橋
の
架
替
、
十
和
田
、
岩
木

川
地
域
の
開
発
な
ど
、
こ
れ
ま
 
 

で
当
地
方
の
振
興
に
つ
く
し
て

き
ま
し
た
。
 

そ
の
業
績
は
青
森
県
の
み
な

ら
ず
、
国
家
的
な
も
の
と
し
て

認
め
ら
れ
、
ご
逝
去
直
前
、
勲

三
等
に
つ
い
で
従
四
位
に
叙
せ

ら
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
も
、
い

か
に
大
き
な
も
の
で
あ
つ
た
か

を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

な
お
、
市
民
葬
に
あ
た
り
ご

後
援
く
だ
さ
れ
た
市
民
有
志
、
 

お
よ
び
ご
会
葬
く
だ
さ
れ
た
市

民
の
み
な
さ
ん
に
厚
く
お
礼
い

た
し
ま
す
。
 

写
 
真
 

上
、
業
績
を
残

さ
れ
た
あ
り
し

日
の
三
和
氏

下
、
し
め
や
か

に
お
こ
な
わ
れ

た
市
民
葬
 
 

き
二
、
三
の
ケ

ー
ス
を
調
査
し

ま
し
た
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
ご

指
摘
に
該
当
す
る
よ
う
な
ケ
ー
 

ス
が
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
 

当
福
祉
事
務
所
と
し
て
も
、
 

決
し
て
国
民
の
血
税
を
無
駄
に

消
費
し
た
く
な
く
、
法
の
実
施

に
つ
い
て
は
厳
正
な
取
扱
い
を

し
て
お
り
ま
す
が
、
国
の
責
任

で
お
こ
な
わ
れ
ま
す
公
的
扶
助

を
誤
解
さ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
手

段
で
不
正
な
給
付
を
う
け
よ
う

と
す
る
ケ
ー
ス
が
な
き
に
し
も

あ
ら
ず
で
、
当
福
祉
事
務
所
と

し
て
も
事
実
把
握
の
た
め
心
を

痛
め
て
お
り
ま
す
。
 

し
た
が
つ
て
一
般
住
民
の
ご

指
摘
に
対
し
て
は
、
福
祉
事
務

所
で
、
把
握
で
き
な
い
事
実
も

あ
り
ま
す
の
で
、
む
し
ろ
充
分

尊
重
し
て
お
り
ま
す
が
、
抽
象

的
な
指
摘
で
な
く
、
住
所
、
氏

名
、
就
労
先
等
判
然
と
し
た
根

拠
に
も
と
づ
い
た
具
体
的
な
ご

指
摘
を
く
だ
さ
れ
ば
、
あ
な
た

の
意
に
添
う
よ
う
な
事
務
処
理

も
で
き
、
適
正
な
実
施
が
期
待

で
き
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

今
後
と
も
あ
な
た
の
ご
指
摘

に
よ
る
調
査
を
つ
づ
け
ま
す
。
 

な
お
、
不
正
受
給
が
明
ら
か

に
な
つ
た
場
合
は
、
保
護
費
の

返
還
は
も
ち
ろ
ん
、
事
情
に
応

じ
て
法
の
罰
則
を
適
用
す
る
こ

と
も
考
慮
し
て
お
り
ま
す
。
 

（
市
福祉
事
務
所
長
）
 



毎
年
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
身

障
者
福
祉
法
に
も
と
づ
く
、
巡

回
診
査
、
お
ょ
び
更
生
相
談
は

つ
ぎ
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
ま
す

か
ら
、
関
係
者
は
印
鑑
、
身
障

者
手
帳
を
持
参
し
て
お
い
で
く

だ
さ
い
。
 

ま
た
、
身
障
者
で
あ
り
な
が

ら
ま
だ
手
帳
の
な
い
方
も
お
い
 

で
く
だ
さ
い
。
 

▽
日
 
程
 

耳
鼻
科
…
 
六

月
三
十
日
 

眼
 
科
…
七

月
十
日
 

整
形
外
科
…
 
七
月
十
五
日
 

マ
と
 
こ
 
ろ
 

西
北
中
央
病
院
講
堂
 

（
九
時
ー

一
一
時
）
 

な
お
、
す
べ
て
無
料
で
す
。
 

、《
、
く
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ノ
 

自
衛
官
募
集
案
内
 

N
H
K
放
送
受
信
料
の
免
除

対
象
と
な
る
身
障
者
の
範
囲
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
該
当

者
は
市
福
祉
事
務
所
に
印
鑑
、
 

身
障
者
手
帳
を
持
参
し
て
申
し

で
て
く
だ
さ
い
。
 

①
テ
レ
ビ
お
よ
び
ラ
ジ
オ
の

全
額
免
除
…
身
障
者
で
あ
つ
て

貧
困
世
帯
で
あ
る
こ
と

（
貧
困

世
帯
と
は
、
生
活
保
護
法
に
よ

る
保
護
基
準
の
最
低
生
活
費
の

額
に
身
障
者
特
別
加
算
額
を
加

い
た
額
の
費
用
に
よ
つ
て
営
ま

れ
る
生
活
状
態
以
ト
の
世
帯
）
 

②
ラ
ジ
オ
の
全
額
免
除
：
・
世

帯
の
中
に
視
覚
障
害
者
が
い
る

こ
と
。
 

③
テ
レ
ビ
の
半
額
免
除
…
受

信
契
約
者
が
視
覚
お
よ
び
聴
覚

障
害
者
で
、
し
か
本
世
帯
主
で
 

、 乙 ノ 

．~~ 

叫コ 1、」O り」ヤ 0 ノつ LJ H 
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身
障
者
 
巡
 
回
診
査
 
の
 
日
 

程
 

(7月 1日～10日） 

〇稲 作・・・・ ィネカラパェの防除と適期止草 

①水のかけひき・・・水の見廻りをよくし、水もれを防

ぎ気温の程度により水深を加減する0 とくに低温の日

は 5~ 6 cm程度の深水とする。 

②イネカラバェの防除・・・産卵は 6月下旬に活発とな

つているが、ところにより差がありますので産卵の状

況に注意し、遅くとも7月5日までに薬剤撤布を行ない

防除につとめる。 

③追肥の実施・・・深層追肥の適期は 10.5~11.5葉期 

(7月 5日前後）であるから時期を失なわないように

する。ただし生育が遅れていたり、基肥がまだかなり

効いていて葉色のさめ方が少ないときは、適期よりや

や遅目に追肥する。穂肥を計画している場合、 生育が

遅れているときは追肥をやめるか、追肥量を減らす。 

④止草…除草剤による場合は、雑草がある程度伸び

てからMCP~Bを成分量で1oa当り 30-35g を撒布す

る。手取り除草も 7月10日までに終り、稗抜きはI月
中頃まで随時おこなう。 

0りんご…・作柄はほぼ決まつた。果実の肥大をは

かる0 

①摘果完了後も園地を見廻り、成らせすぎの場合は

実すぐりのしなおしをする。 葉の働きをたすけ貯蔵養

分が多く、 よい花芽がつくられるよう管理を手まめに

おこなう。 

③斑点落葉病には、10日毎に 6 '-12式ポルドー液を 

8月末日まで撤布する0 また、ダニの発生に充分注意

する。 

③コナカイガラの成虫は下枝の切口や樹の空洞部周

辺に群生するので、 プラシなどですりつぷす。 

④養成の競奪を防止するため草生の刈取りを実施す

る0 また、敷ワラ、敷草は是非励行する。 

（農業改良普及所） 

所川原と油川を結．ぶ

道 路 が 開 通 

五所川原と油川を結ぶ県

道は、このほど完成、19日
関係者が集まり、油川にて

竹内県知事の手により開通

のテープが切られた0 
この道路は、昭和10年ご

ろまでは津軽急行パス路線

として利用されていたが、 

その後通行不能となつてい

た。昭和31年県道として認

定され、昨年から改良工事

が進められていたもの。 

写 真 

開通のテープを切る県知事 

応
募
資
格
…
年
令
満
十
八
才
ー
 

二
十
五
才
の
新
中
卒
以
上

待
遇
…
初
任
給
一
一
四
〇
〇
円

の
ほ
か
、
衣
食
住
は
無
償
支

給
 

希
望
者
は
市
役
所
市
民
課
、
募

集
担
当
自
衛
官
、
ま
た
は
青
森

市
油
川
自
衛
隊
青
森
地
方
連
絡

部
へ
 

五
 

を
お
出
し
く
だ
さ
い
。
 

な
お
、
く
わ
し
く
は
県
監
理
 

課
に
お
問
い
合
也
ぐ
だ
さ
い
。
 

〇
市
民
文
化
会
館
か
の
忘
物

男
子
用
コ
ー
モ
リ
傘

婦
人

用
 
衿
 
巻

布
ぶ
 
と
ん
 
（
小）
 

婦
人
用
白

布
手
袋
 

ビ

ニ
ー
ル
ふ
ろ
し
き
 

（
白地
に
水
色
の
花
模
様
）
 

会
館
事
務
室
で
あ
ず
か
つ
て
お

り
ま
す
。
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
 

一訂
正
霧
」
」鵜
 

く
近
代
化
農
業
』
 
の記
事
中
、
 

格
納
庫
ニ
棟
で
事
業
費

一
一
一
一

〇
万
円
は
一
一
二
万
円
、
樹
園

地
の
農
道
を
総
事
業
費
二
四
七

〇
万
円
は
二
四
七
万
円
の
あ
や

ま
り
で
し
た
訂
正
し
て
お
わ
び

い
た
し
ま
す
。
 

・

一
 
一
 

、
、
、、
、
、●
、

ー

‘
？
》・
 

あ
る
こ
と
（
こ
の
場
合
は
住
民

票
を
必
妥
と
し
ま
す
）
 

〇
特
別
不
動
産
鑑

定
士
お
よ
び
、
特
別

不
動
産
鑑
定
土
補
の

試
験
が
九
月
に
仙
台

で
お
こ
な
わ
れ
ま
す

受
験
希
望
者
は
七
月

十
五
日
ー
七
月
二
十

二
日
ま
で
に
、
県
土

木
部
監
理
課
に
願
書
 

身

障
者
の

N
H
K
 

受

信

料
の

免
除
基

準
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